
 

 

中山間地域等直接支払交付金返還について 

 

 

平成２３年１１月に八代集落協定参加者に対して、不当利得等返還請求事件として交付金の返還を

求める訴状を神戸地方裁判所へ提出したが、平成２４年１月５日に八代集落協定代表者Ｈ氏を除く７

人全員から、返還に応じる申し出があった。 

市は、返還期限を１月３１日とすること、遅延損害金は請求しないことで申し出に応じることとし、

その後、１月２３日に７人から総額２８６万１，１１６円の返還を受けた。これを受けて、２７日に

市は７人についての訴訟を取り下げた。 

 

１ 交付金返還訴訟内容 

（１）返還請求額  総額６１３万６，５４６円 

（２）原告訴訟代理人弁護士  神田 靖司、中村 留美、西 紗世子 

（３）原 告  豊岡市 

（４）被 告  Ｈ 氏外１０人（うち４人は被告の相続人） 

※上記被告１１人のうち４人は相続人であり、未返還集落協定者数は事実上８人 

（５）裁判所  神戸地方裁判所 

（６）事件の表示  不当利得等返還請求事件 

 

２ 訴訟の継続 

   返還に応じていただけない方１人（Ｈ氏）に対しては訴訟を継続する。 

 

３ 交付金返還額の内訳 

・交付金総額 ７０９万２，７０８円（事業４年間の総額） 

・返還総額  ３８１万７，２７８円（約５４％） 

・未返還額  ３２７万５，４３０円（約４６％）・・・全額がＨ氏分 

 

 

＜参考＞ 

平成２２年９月２２日  補助金等交付決定の取消し及び補助金等返還命令 

平成２２年９月２７日付～１０月３１日付   協定者による異議申立て 

平成２３年７月４日   Ｈ氏から補助金等返還命令取消請求訴訟（係争中） 

 

 

 

 

 

〔問合せ〕コウノトリ共生部農林水産課 ℡0796-23-1127 

資料 ８ 


